
 

 

ハンセン病から考える 

☆参加費無料  ☆予約不要  ☆手話通訳あり  

◎問い合わせ先 

朝倉市人権・同和対策課 人権・同和教育係   

電 話：０９４６－２８－７８６１ 

メール：jinken-kyoiku@city.asakura.lg.jp 

６月 日

ところ

講師からのメッセージ 
 

 さまざまな場面で「多様性」に言及されることが多いこの頃ですが、 

「多様性」という概念の基礎にある「社会的マイノリティ」とは何か、 

今回は、ハンセン病問題を学ぶことによって、人権の問題、特に 

社会差別の問題について、少し深く考えることをしてみたいと思います。 

九州合同法律事務所 弁護士
くぼい せつ

～社会的マイノリティとは


